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５月31日㈭納付期限 固定資産税第１期、軽自動車税

30
年
度
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
納
税
通
知
書
を

５
月
上
旬
に
送
付

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は
毎

年
１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
が
納
税

義
務
者
で
す
。

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
１
８

30
年
度
軽
自
動
車
税
納
税
通

知
書
を
５
月
上
旬
に
送
付

　

軽
自
動
車
税
は
毎
年
４
月
１
日
現

在
の
所
有
者
（
ま
た
は
使
用
者
）
が

納
税
義
務
者
で
す
。
４
月
２
日
以
降

に
名
義
変
更
や
廃
車
手
続
き
を
し
て

も
、
そ
の
年
度
分
は
課
税
さ
れ
、
払

い
戻
し
で
き
ま
せ
ん
。

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
は

５
月
31
日
㈭
ま
で

対
象　

身
体
に
障
が
い
が
あ
る
な
ど
、

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
人

※
１
人
１
台
に
限
る

申
請
に
必
要
な
物

◦
納
税
義
務
者
の
個
人
番
号
カ
ー
ド

ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

◦
納
税
義
務
者
の
身
元
確
認
書
類
（

個
人
番
号
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、

パ
ス
ポ
ー
ト
、
障
が
い
者
手
帳
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
健
康
保

険
証
の
う
ち
い
ず
れ
か
１
点
）

◦
30
年
度
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

◦
30
年
４
月
１
日
現
在
交
付
さ
れ
て

い
る
身
体
障
が
い
者
手
帳
な
ど

◦
運
転
す
る
人
の
運
転
免
許
証

◦
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
印
は
不
可
）

※
申
請
内
容
に
よ
り
診
察
券
の
写
し

な
ど
が
別
途
必
要
な
場
合
あ
り

門
真
市
国
民
健
康
保
険
第

３
期
特
定
健
康
診
査
等
実

施
計
画
及
び
第
２
期
デ
ー

タ
ヘ
ル
ス
計
画
を
策
定

　

こ
の
計
画
は
前
期
ま
で
の
計
画
の

考
察
や
門
真
市
国
民
健
康
保
険
の
レ

セ
プ
ト
分
析
な
ど
を
踏
ま
え
、
重
点

的
に
取
り
組
む
べ
き
健
康
課
題
を
明

確
に
し
、
そ
の
課
題
解
決
に
向
け
て

の
具
体
的
な
取
り
組
み
、
各
年
度
の

方
向
性
、
目
標
値
な
ど
を
定
め
て
い

ま
す
。

　

計
画
を
門
真
市
国
民
健
康
保
険
に

お
け
る
保
健
事
業
の
中
核
と
位
置
づ

け
、
被
保
険
者
の
健
康
寿
命
の
延
伸

お
よ
び
医
療
費
の
伸
び
の
抑
制
を
目

的
と
し
た
保
健
事
業
な
ど
を
推
進
し

ま
す
。

計
画
期
間　

30
年
度
～
35
年
度

計
画
の
対
象

　

門
真
市
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

計
画
の
概
要

◆
デ
ー
タ
分
析
に
よ
る
健
康
課
題

◦
特
定
健
診
受
診
率
、
特
定
保
健
指

導
実
施
率
が
低
い

◦
脳
卒
中
、
心
疾
患
、
人
工
透
析
の

患
者
が
多
い

◦
喫
煙
率
が
高
い

◆
保
健
事
業
の
主
な
内
容

◦
効
果
的
な
特
定
健
診
の
受
診
勧
奨
、

特
定
保
健
指
導
の
利
用
勧
奨

◦
特
定
健
診
、
特
定
保
健
指
導
の
受

診
・
利
用
し
や
す
い
環
境
整
備

◦
高
血
圧
、
糖
尿
病
な
ど
の
生
活
習

慣
病
未
治
療
者
の
受
療
勧
奨

◦
禁
煙
指
導
、
受
動
喫
煙
防
止
の
啓

発
◆
主
な
目
標

◦
特
定
健
診
受
診
率
の
向
上

◦
特
定
保
健
指
導
実
施
率
の
向
上

◦
生
活
習
慣
病
患
者
数
の
減
少

◦
喫
煙
率
の
減
少

計
画
の
閲
覧
場
所

　

健
康
保
険
課
、
市
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
市
役
所
別
館
１
階
）
、
南
部
市

民
セ
ン
タ
ー
、
保
健
福
祉
セ
ン
タ

ー
、
図
書
館
本
館
、
市
民
プ
ラ
ザ
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど

問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
８
９

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱

退
の
届
出
は
お
済
み
で
す
か

◆
加
入
の
届
出
が
必
要
な
場
合

　

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
を
脱
退
し

た
と
き
は
届
出
が
必
要
で
す
。

持
ち
物

　

健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書
（
本

人
だ
け
が
加
入
し
て
い
る
場
合
は

離
職
票
で
も
可
）
、
窓
口
に
来
る

人
の
印
鑑

◆
脱
退
の
届
出
が
必
要
な
場
合

　

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し

た
と
き
は
届
出
が
必
要
で
す
。

持
ち
物

　

職
場
の
健
康
保
険
証
、
国
民
健
康

保
険
証
や
高
齢
受
給
者
証
な
ど
、

窓
口
に
来
る
人
の
印
鑑

問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
６
９
７

さ
わ
や
か
訪
問
収
集

　

粗
大
ご
み
を
集
積
場
所
ま
で
持
ち

出
す
こ
と
が
困
難
な
人
を
対
象
に
、

屋
内
か
ら
の
持
ち
出
し
収
集
を
し
て

い
ま
す
。

※
収
集
は
祝
日
を
含
む
月
～
金
曜
日

で
相
談
。
同
世
帯
で
月
１
回
ま
で

対
象　

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人

◦
虚
弱
な
ど
で
日
常
生
活
に
支
障
が

あ
る
人

◦
65
歳
以
上
で
１
人
暮
ら
し
を
し
て

い
る
人

◦
身
体
障
が
い
者
手
帳
、
精
神
障
が

い
者
保
健
福
祉
手
帳
、
療
育
手
帳

の
う
ち
、
い
ず
れ
か
の
交
付
を
受

け
、
１
人
暮
ら
し
を
し
て
い
る
人

※
同
居
人
全
員
が
該
当
す
る
場
合
は

そ
の
世
帯
も
対
象

費
用　

粗
大
ご
み
手
数
料
と
同
額

※
収
集
時
に
現
金
で
支
払
い
。
立
ち

合
い
が
必
要

申
込
方
法　

電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ

申
込
・
問
合
先

　

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
業
務
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
９
）
０
０
４
８

　

FAX
０
６
（
６
９
０
９
）
０
６
５
５

Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｌ　

Ｂ
Ｉ
Ｚ
を
実
施

　

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進
を
図
る
た

め
、
市
庁
舎
お
よ
び
市
関
係
施
設
は

室
温
28
度
を
目
安
に
設
定
し
、
消
費

電
力
の
削
減
な
ど
に
取
り
組
み
ま
す
。

ま
た
、
市
職
員
は
夏
季
の
軽
装
で
勤

務
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先　

環
境
政
策
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
９
）
４
１
２
９

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
発
生
時

の
対
処
方
法

　

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
と
は
、
工
場
や

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
た
ガ
ス
な
ど

が
大
気
中
で
強
い
太
陽
光
線
を
浴
び

る
こ
と
で
光
化
学
反
応
を
起
こ
し
、

有
害
な
光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト
が
生

成
さ
れ
る
た
め
に
発
生
し
ま
す
。

　

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
予
報
や
注
意
報

な
ど
の
発
令
時
は
、
屋
外
で
の
激
し

い
運
動
は
避
け
、
屋
内
に
入
り
ま
し

ょ
う
。

　

目
の
ち
ら
つ
き
や
の
ど
の
痛
み
な

ど
の
症
状
が
で
た
と
き
は
、
水
道
水

で
目
を
洗
う
、
う
が
い
を
す
る
な
ど

し
て
し
ば
ら
く
安
静
に
し
、
症
状
が

続
く
場
合
は
医
師
の
診
断
を
受
け
ま

し
ょ
う
。

問
合
先　

環
境
対
策
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
７
２
１
２

国
民
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

　

日
本
在
住
の
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
す
べ
て
の
人
は
国
民
年
金
へ
の
加

入
が
必
要
で
す
。
加
入
者
は
職
業
な

ど
に
よ
り
加
入
手
続
き
や
保
険
料
の

納
め
方
が
違
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
は
老
後
の
保
障
だ
け
で

な
く
、
障
が
い
の
状
態
に
な
っ
た
場

合
や
、
一
家
の
担
い
手
が
死
亡
し
た

場
合
な
ど
に
本
人
や
家
族
の
生
活
を

支
え
る
制
度
で
す
。
必
ず
加
入
し
、

保
険
料
を
納
め
ま
し
ょ
う
。

国
民
年
金
保
険
料
の

支
払
い
が
困
難
な
と
き
は

　

国
民
年
金
保
険
料
に
未
納
期
間
が

あ
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
が
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
納
付
が
困
難
な
場
合
は
免

除
申
請
を
し
て
、
未
納
期
間
を
無
く

し
ま
し
ょ
う
。

※
申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月
前
の
分

ま
で
申
請
可

申
請
に
必
要
な
物

　

年
金
手
帳
、
印
鑑

※
離
職
し
た
人
は
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
、
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
な
ど
（
す
べ
て
写
し
可
）

※
郵
送
の
場
合
は
市
民
課
に
設
置
し

て
い
る
申
請
書
の
１
枚
目
を
郵
送
。

本
人
控
え
が
必
要
な
場
合
は
宛
名

を
記
入
し
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用

封
筒
を
同
封

市役所の日曜相談窓口

相談内容 とき
持ち物・

業務内容など
相談・問合先

マイナンバー

５月13日㈰

午前９時～

正午

業 務内容　通知カ

ード・個人番号

カードの交付、

マイナンバーに

関する相談

市民課

☎０６(６９０２)５９８３

国民年金

５月27日㈰

午前10時～

午後３時

持 ち物　年金手帳

、印鑑など

※ 離職した人、同

世帯の代理人の

申請時は別途必

要書類あり

市民課

☎０６(６９０２)６００５

市税納付
※ 証明書の発行な

どは不可

納税課

☎０６(６９０２)５９３５

国民健康保険

料・後期高齢

者医療保険料

納付

※ 南部市民センタ

ーでも受付可。

ただし、納付書

・保険証の発行

は不可のため後

日郵送

保険収納課

☎０６(６９０２)５９３９

申
請
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
市
民
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
０
０
５

　公共施設のあり方を考える公

共施設マネジメントの一環とし

て、本市が包括連携協定を締結

している摂南大学の理工学部住

環境デザイン学科と建築学科と

ともに、31年度に開設予定の（

仮称）地域子育て支援センター

のプラン検討を実施しました。

　（仮称）地域子育て支援セン

ターは、地域の子育て拠点施設

として子育て中の親子が気軽に

集える場や情報を提供するとと

もに、子育て相談やイベントな

どを行います。

　学生の皆さんが作成した説明

パネルと模型を市役所で展示し

ていますのでぜひご覧ください。

　検討したそれぞれのアイデア

を参考にして、改修工事の設計

を進めていきます。また、本市

では公共施設マネジメントにお

ける大学との協働による取り組

みを今後も進めていきます。

展示期間　５月25日㈮まで

展示場所　市情報コーナー前（

市役所別館１階）

問合先

【展示・施設設計について】

　公共建築課

　☎０６(６９０２)６０５３

【（仮称）地域子育て支援セン

ターの開設について】

　子育て支援課

　☎０６(６９０２)６４０４

生
産
緑
地
地
区

追
加
指
定
を
募
集

　

生
産
緑
地
地
区
制
度
は
、
市
街
化

区
域
内
で
緑
地
や
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー

ス
な
ど
の
役
割
を
持
つ
農
地
を
保
全

し
、
良
好
な
都
市
環
境
の
形
成
を
目

的
と
す
る
制
度
で
す
。

　

市
で
は
、
生
産
緑
地
法
で
定
め
ら

れ
た
要
件
を
満
た
し
、
市
の
基
準
に

該
当
す
る
農
地
を
募
集
し
ま
す
。

申
請
方
法

　

５
月
１
日
㈫
～
31
日
㈭
に
申
請
書

を
持
参

※
郵
送
は
受
付
不
可

※
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
都
市
政
策
課
で
配
布

申
請
・
問
合
先　

都
市
政
策
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
２
３
８

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
７
４

摂 南 大 学 × 門 真 市

成果品説明パネルと模型を展示

大学との協働による公共建築の事業検討

アイデアの説明をする住環境デザイン学科（左）と建築学科（右）の皆さん

保

険

年

金

環

境

税

金

ま
ち
づ
く
り

税金平成30年5月号
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